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大大阪阪大大学学学学部部学学則則  

  
第第１１章章  総総則則  

  

（（趣趣旨旨））  

第第１１条条 この学則は、大阪大学（以下「本学」という。）の学部の修業年限、教育課程その他の学生

の修学上必要な事項について、定めるものとする。 

（（教教育育研研究究上上のの目目的的のの公公表表等等））  

第第１１条条のの２２ 本学は、学部又は学科ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を定

め、公表するものとする。 

（（学学部部及及びび学学科科））  

第第２２条条 本学に、次の学部及び学科を置く。 

文学部 人文学科 

人間科学部 人間科学科 

外国語学部 外国語学科 

法学部 法学科、国際公共政策学科 

経済学部 経済・経営学科 

理学部 数学科、物理学科、化学科、生物科学科 

医学部 医学科、保健学科 

歯学部 歯学科 

薬学部 薬学科 

工学部 応用自然科学科、応用理工学科、電子情報工学科、環境・エネルギー工学科、地球総合

工学科 

基礎工学部 電子物理科学科、化学応用科学科、システム科学科、情報科学科 

（（収収容容定定員員））  

第第３３条条 前条に定める学部及び学科の収容定員は、別表１のとおりとする。 

（（学学年年））  

第第４４条条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（（学学期期））  

第第５５条条 学年を分けて、次の４学期とする。 

春学期  

夏学期 

秋学期 

冬学期 

２ 春学期及び秋学期の開始日は、それぞれ４月１日及び１０月１日とし、夏学期及び冬学期の開始

日は、総長がその都度定める。 

３ 夏学期及び冬学期の終了日は、それぞれ９月３０日及び３月３１日とし、春学期及び秋学期の終

了日は、総長がその都度定める。 

（（休休業業日日））  

第第６６条条 休業日は、次のとおりとする。 

日曜日及び土曜日 

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

大阪大学記念日 ５月１日 

春季休業 ４月１日から４月１０日まで 

夏季休業 ８月５日から９月３０日まで 

冬季休業 １２月２５日から翌年１月７日まで 

２ 春季休業、夏季休業及び冬季休業については、学部の事情により学部長が総長の承認を得て、そ

の都度変更することができる。 
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３ 臨時の休業日については、総長がその都度定める。 

第第７７条条 削除 

 

第第２２章章  学学生生  

  

（（修修業業年年限限））  

第第８８条条 修業年限は、４年とする。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部については、６年とす

る。 

２ 第１０条の５の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者（以下「長期履修学

生」という。）は、当該許可された年限を修業年限とする。 

（（在在学学年年限限））  

第第９９条条 在学年限（長期履修学生の在学年限にあっても同様とする。）は、８年とする。ただし、医

学部医学科、歯学部及び薬学部については、１２年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１４条から第１５条までの規定により、入学を許可された者の在学

年限については、学部規程で別に定める。 

３ 学生が前２項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。 

（（教教育育課課程程及及びびそそのの履履修修方方法法等等））  

第第１１００条条 教育課程は、本学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために、学位授与の方針及び

教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設し、教養教育、専門教育及び国際性涵養

教育を基に体系的に編成するものとする。 

２ 授業科目の区分は、次のとおりとする。 

教養教育系科目 

    学問への扉、基盤教養教育科目、高度教養教育科目、情報教育科目、健康・スポーツ教育科

目、アドヴァンスト・セミナー、コミュニケーションデザイン科目 

専門教育系科目 

    専門基礎教育科目、専門教育科目 

国際性涵養教育系科目 

マルチリンガル教育科目、高度国際性涵養教育科目、国際交流科目 

３ 前項に定める区分の各授業科目、履修方法等については、学部規程で別に定める。ただし、全学

の協力のもとに実施する科目については、全学共通教育科目として別に定める。 

４ 前項の規定にかかわらず、コミュニケーションデザイン科目及び国際交流科目の開設及び履修方

法等については、別に定める。 

５ 第２項に定めるもののほか、教職教育科目を開設し、その授業科目、履修方法等については、別

に定める。 

（（大大学学院院等等高高度度副副ププロロググララムム））  

第第１１００条条のの２２ 前条の教育課程のほか、幅広い分野の素養等を培う教育を行うため、大学院等高度副

プログラムを開設する。 

２ 大学院等高度副プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（（授授業業のの方方法法））  

第第１１００条条のの２２のの２２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを

高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 

４ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所

で行うことができる。 

（（単単位位のの計計算算方方法法））  

第第１１００条条のの２２のの３３ 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を４５時間の学修

を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、

授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 

（１）講義及び演習については、１５時間から４５時間までの範囲で学部規程又は全学共通教育規

程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で学部規程又は全学共通

教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（３）１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用により

行う場合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して学部規程又は

全学共通教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位

数を定めることができる。 

（（学学修修証証明明書書等等））  

第第１１００条条のの２２のの４４ 第１０条に規定する教育課程の一部をもって体系的に開設する授業科目の単位

を修得した学生に対し、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１６３条の２に規

定する学修証明書を交付することができる。 

２ 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。 

３ 前項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（（他他のの大大学学等等ににおおけけるる授授業業科科目目のの履履修修））  

第第１１００条条のの３３ 学部長（学部長から委任を受けた者を含む。以下同じ。）が教授会の議を経て教育上

有益と認めるときは、他の大学、専門職大学若しくは短期大学（専門職短期大学を含む。以下同じ。）

又は外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）若しくは短期大学との協

議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。ただし、やむを得ない事情に

より、外国の大学又は短期大学との協議を行うことが困難な場合は、これを欠くことができる。 

２ 前項の規定により、学生が他の大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期

大学において修得した単位は、６０単位を限度として、卒業に要する単位に算入することができる。 

（（大大学学以以外外のの教教育育施施設設等等ににおおけけるる学学修修））  

第第１１００条条のの３３のの２２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は

高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位は、前条第２項により修得した単位と合わせて６０単

位を限度とする。 

（（入入学学前前のの既既修修得得単単位位のの認認定定））  

第第１１００条条のの４４ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学

前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科

目の単位（大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生

及び同条第２項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。）を、本学において修得

したものとして認定することができる。 

２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学前に行った

前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより

単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとして認定し、又は与えることのできる単位数は、第１４条から

第１５条までの規定により入学又は転学を許可された場合を除き、本学において修得した単位以外の

ものについては、第１０条の３第２項及び前条第２項の規定により修得した単位と合わせて６０単位

を限度とする。 

４ 第１項に定めるもののうち、学生が本学の科目等履修生として修得した単位を本学に入学した後

に修得したものとみなすときは、その単位数、修得に要した期間その他当該学部が必要と認める事

項を勘案して当該学部が認める期間を、第８条に規定する修業年限に通算することができる。ただ

し、その期間は、当該修業年限の２分の１を超えることができない。 

（（長長期期ににわわたたるる教教育育課課程程のの履履修修））  

第第１１００条条のの５５ 学部長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第

－41－－40－



３ 臨時の休業日については、総長がその都度定める。 

第第７７条条 削除 

 

第第２２章章  学学生生  

  

（（修修業業年年限限））  

第第８８条条 修業年限は、４年とする。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部については、６年とす

る。 

２ 第１０条の５の規定に基づき、長期にわたる教育課程の履修を認められた者（以下「長期履修学

生」という。）は、当該許可された年限を修業年限とする。 

（（在在学学年年限限））  

第第９９条条 在学年限（長期履修学生の在学年限にあっても同様とする。）は、８年とする。ただし、医

学部医学科、歯学部及び薬学部については、１２年とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１４条から第１５条までの規定により、入学を許可された者の在学

年限については、学部規程で別に定める。 

３ 学生が前２項に規定する在学年限に達したときは、当該学生はその身分を失う。 

（（教教育育課課程程及及びびそそのの履履修修方方法法等等））  

第第１１００条条 教育課程は、本学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために、学位授与の方針及び

教育課程編成・実施の方針に基づき必要な授業科目を開設し、教養教育、専門教育及び国際性涵養

教育を基に体系的に編成するものとする。 

２ 授業科目の区分は、次のとおりとする。 

教養教育系科目 

    学問への扉、基盤教養教育科目、高度教養教育科目、情報教育科目、健康・スポーツ教育科

目、アドヴァンスト・セミナー、コミュニケーションデザイン科目 

専門教育系科目 

    専門基礎教育科目、専門教育科目 

国際性涵養教育系科目 

マルチリンガル教育科目、高度国際性涵養教育科目、国際交流科目 

３ 前項に定める区分の各授業科目、履修方法等については、学部規程で別に定める。ただし、全学

の協力のもとに実施する科目については、全学共通教育科目として別に定める。 

４ 前項の規定にかかわらず、コミュニケーションデザイン科目及び国際交流科目の開設及び履修方

法等については、別に定める。 

５ 第２項に定めるもののほか、教職教育科目を開設し、その授業科目、履修方法等については、別

に定める。 

（（大大学学院院等等高高度度副副ププロロググララムム））  

第第１１００条条のの２２ 前条の教育課程のほか、幅広い分野の素養等を培う教育を行うため、大学院等高度副

プログラムを開設する。 

２ 大学院等高度副プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（（授授業業のの方方法法））  

第第１１００条条のの２２のの２２ 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併

用により行うものとする。 

２ 前項の授業は、文部科学大臣が別に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当

該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。 

３ 第１項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを

高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。 

４ 第１項の授業の一部は、文部科学大臣が別に定めるところにより、校舎及び附属施設以外の場所

で行うことができる。 

（（単単位位のの計計算算方方法法））  

第第１１００条条のの２２のの３３ 各授業科目の単位数を定めるに当たっては、１単位の授業科目を４５時間の学修

を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、

授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。 

（１）講義及び演習については、１５時間から４５時間までの範囲で学部規程又は全学共通教育規

程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（２）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲で学部規程又は全学共通

教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

（３）１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用により

行う場合については、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して学部規程又は

全学共通教育規程で定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を

評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修を考慮して、単位

数を定めることができる。 

（（学学修修証証明明書書等等））  

第第１１００条条のの２２のの４４ 第１０条に規定する教育課程の一部をもって体系的に開設する授業科目の単位

を修得した学生に対し、学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１６３条の２に規

定する学修証明書を交付することができる。 

２ 前項に規定する体系的に開設する授業科目は、学修証明プログラムと称する。 

３ 前項に定めるもののほか、学修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

（（他他のの大大学学等等ににおおけけるる授授業業科科目目のの履履修修））  

第第１１００条条のの３３ 学部長（学部長から委任を受けた者を含む。以下同じ。）が教授会の議を経て教育上

有益と認めるときは、他の大学、専門職大学若しくは短期大学（専門職短期大学を含む。以下同じ。）

又は外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）若しくは短期大学との協

議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。ただし、やむを得ない事情に

より、外国の大学又は短期大学との協議を行うことが困難な場合は、これを欠くことができる。 

２ 前項の規定により、学生が他の大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期

大学において修得した単位は、６０単位を限度として、卒業に要する単位に算入することができる。 

（（大大学学以以外外のの教教育育施施設設等等ににおおけけるる学学修修））  

第第１１００条条のの３３のの２２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は

高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、学部の定めるところにより単位を与えることができる。 

２ 前項の規定により与えることのできる単位は、前条第２項により修得した単位と合わせて６０単

位を限度とする。 

（（入入学学前前のの既既修修得得単単位位のの認認定定））  

第第１１００条条のの４４ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学

前に大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において修得した授業科

目の単位（大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）第３１条第１項に規定する科目等履修生

及び同条第２項に規定する特別の課程履修生として修得した単位を含む。）を、本学において修得

したものとして認定することができる。 

２ 学部長が教授会の議を経て教育上有益と認めるときは、本学に入学した者が本学入学前に行った

前条第１項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、学部の定めるところにより

単位を与えることができる。 

３ 前２項の規定により修得したものとして認定し、又は与えることのできる単位数は、第１４条から

第１５条までの規定により入学又は転学を許可された場合を除き、本学において修得した単位以外の

ものについては、第１０条の３第２項及び前条第２項の規定により修得した単位と合わせて６０単位

を限度とする。 

４ 第１項に定めるもののうち、学生が本学の科目等履修生として修得した単位を本学に入学した後

に修得したものとみなすときは、その単位数、修得に要した期間その他当該学部が必要と認める事

項を勘案して当該学部が認める期間を、第８条に規定する修業年限に通算することができる。ただ

し、その期間は、当該修業年限の２分の１を超えることができない。 

（（長長期期ににわわたたるる教教育育課課程程のの履履修修））  

第第１１００条条のの５５ 学部長は、別に定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、第
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８条第１項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業する

ことを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。 

（（教教育育職職員員のの免免許許状状授授与与のの所所要要資資格格のの取取得得））  

第第１１００条条のの６６ 本学における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。 

（（試試験験及及びび評評価価））  

第第１１００条条のの７７ 履修した各授業科目の合否は、当該授業担当教員が実施する筆記試験によって決定す

る。ただし、試験に代わる方法によることもできる。 

２ 各授業科目の試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを

合格、Ｆを不合格とする。 

Ｓ（９０点以上） 

Ａ（８０点以上９０点未満） 

Ｂ（７０点以上８０点未満） 

Ｃ（６０点以上７０点未満） 

Ｆ（６０点未満） 

（（成成績績評評価価基基準準等等のの明明示示等等））  

第第１１００条条のの８８ 本学においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあ

らかじめ明示するものとする。 

２ 本学においては、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保

するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うも

のとする。 

（（組組織織的的なな研研修修等等））  

第第１１００条条のの９９ 本学においては、教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織

的な研修及び研究を実施するものとする。 

（（入入学学））  

第第１１１１条条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障がない

と学部長が認めたときは、夏学期、秋学期及び冬学期の始めに入学させることができる。 

第第１１２２条条 入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程により、１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校を修了した者 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

（５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

（６）文部科学大臣の指定した者 

（７）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度

認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和

２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（８）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認められた者で、１８歳に達したもの 

第第１１３３条条 入学を志願する者に対して、入学者受入れの方針に基づき選抜試験を行い、総長は、教授

会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

２ 選抜試験については、別に定める。 

第第１１４４条条 次の各号のいずれかに該当する者については、総長は、学部規程の定めるところにより、

教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

（１）一の学部を卒業し、更に他の学部又は同一学部の他の学科（文学部、人間科学部及び外国語

学部の場合にあっては、同一学科の他の専攻分野）に入学を志願する者 

（２）学部を退学した後、更にその学部に入学を志願する者 

（３）他の大学又は専門職大学の学部を卒業し、更に本学の学部に入学を志願する者 

２ 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程（修業年限が２年

以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教

育法第９０条第１項に規定する者に限る。）で、本学の学部に編入学を志願するものについては、

総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することがある。 

３ 高等専門学校を卒業した者で、工学部又は基礎工学部に編入学を志願するものについては、総長

は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することがある。 

第第１１４４条条のの２２ 次の各号のいずれかに該当する者で、法学部第３年次に入学を志願するものについて

は、総長は、法学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

（１）大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の

学位を授与された者 

（２）大学又は専門職大学において２年以上在学し、法学部が別に定める所定の単位を修得した者 

（３）外国において学校教育における１４年以上の課程（日本における通常の課程による学校教育

の期間を含む。）を修了した者（外国において最終の学年を含め２年以上継続して学校教育を

受けていた者に限る。） 

（４）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

第第１１４４条条のの３３ 次の各号のいずれかに該当する者で、人間科学部の第３年次に入学を志願するものに

ついては、総長は、人間科学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可するこ

とがある。 

（１）大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の

学位を授与された者 

（２）大学又は専門職大学において２年以上在学し、人間科学部が別に定める所定の単位を修得し

た者 

（３）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

（４）外国において、前３号に相当する学校教育における課程を修了した者 

第第１１４４条条のの４４ 外国語学部又は経済学部の第３年次、医学部の第２年次若しくは第３年次又は歯学部

の第３年次に入学を志願する者については、総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会

の議を経て、入学を許可することがある。 

第第１１５５条条 他の大学又は専門職大学の学部の学生で本学に転学を志願する者については、総長は、学

部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、転学を許可することがある。 

２ 前項の規定により、転学を願い出た者は、その際現に在学する大学又は専門職大学の長の許可書

を願書に添えなければならない。 

第第１１６６条条 第１４条から前条までの規定により、入学を許可された者であって、既に１学年以上本学

の授業科目を学修したものと同等以上の学力があると認定されたものの修業年数の計算について

は、既に１学年以上本学において修業したものとみなすことができる。 

２ 前項の認定に当たり必要があるときは、学部規程の定めるところにより、試験を行う。 

第第１１７７条条 入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類を添えて、提出しな

ければならない。 

第第１１８８条条 入学の許可は、別に定める書類の提出、入学料の納付等所定の手続を経た者に対して行う。 

第第１１９９条条 前２条に定める手続その他に虚偽又は不正があった場合は、入学の許可を取り消すことが

ある。 

第第１１９９条条のの２２ 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日ま

でに納付しないときは、当該学生はその身分を失う。 

（１）第４５条の２第１項又は第２項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不

許可となったもの又は一部の免除が許可となったもの 

（２）第４５条の３第１項又は第２項の規定による入学料の徴収猶予の可否を決定された者 

（（転転部部等等））  

第第１１９９条条のの３３ 転部又は学科の変更を志願する学生については、志願先の学部長が、学部規程の定め

るところにより、転部又は学科の変更を許可することがある。 
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８条第１項に規定する修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、卒業する

ことを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。 

（（教教育育職職員員のの免免許許状状授授与与のの所所要要資資格格のの取取得得））  

第第１１００条条のの６６ 本学における教育職員の免許状授与の所要資格の取得方法は、別に定める。 

（（試試験験及及びび評評価価））  

第第１１００条条のの７７ 履修した各授業科目の合否は、当該授業担当教員が実施する筆記試験によって決定す

る。ただし、試験に代わる方法によることもできる。 

２ 各授業科目の試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを

合格、Ｆを不合格とする。 

Ｓ（９０点以上） 

Ａ（８０点以上９０点未満） 

Ｂ（７０点以上８０点未満） 

Ｃ（６０点以上７０点未満） 

Ｆ（６０点未満） 

（（成成績績評評価価基基準準等等のの明明示示等等））  

第第１１００条条のの８８ 本学においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに１年間の授業の計画をあ

らかじめ明示するものとする。 

２ 本学においては、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保

するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うも

のとする。 

（（組組織織的的なな研研修修等等））  

第第１１００条条のの９９ 本学においては、教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織

的な研修及び研究を実施するものとする。 

（（入入学学））  

第第１１１１条条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の必要があり、かつ、教育上支障がない

と学部長が認めたときは、夏学期、秋学期及び冬学期の始めに入学させることができる。 

第第１１２２条条 入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２）通常の課程により、１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに

相当する学校を修了した者 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの 

（４）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者 

（５）専修学校の高等課程（修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者 

（６）文部科学大臣の指定した者 

（７）高等学校卒業程度認定試験規則（平成１７年文部科学省令第１号）による高等学校卒業程度

認定試験に合格した者（同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程（昭和

２６年文部省令第１３号）による大学入学資格検定に合格した者を含む。） 

（８）本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認められた者で、１８歳に達したもの 

第第１１３３条条 入学を志願する者に対して、入学者受入れの方針に基づき選抜試験を行い、総長は、教授

会の議を経て、入学を許可すべき者を決定する。 

２ 選抜試験については、別に定める。 

第第１１４４条条 次の各号のいずれかに該当する者については、総長は、学部規程の定めるところにより、

教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

（１）一の学部を卒業し、更に他の学部又は同一学部の他の学科（文学部、人間科学部及び外国語

学部の場合にあっては、同一学科の他の専攻分野）に入学を志願する者 

（２）学部を退学した後、更にその学部に入学を志願する者 

（３）他の大学又は専門職大学の学部を卒業し、更に本学の学部に入学を志願する者 

２ 高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科の課程（修業年限が２年

以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。）を修了した者（学校教

育法第９０条第１項に規定する者に限る。）で、本学の学部に編入学を志願するものについては、

総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することがある。 

３ 高等専門学校を卒業した者で、工学部又は基礎工学部に編入学を志願するものについては、総長

は、当該学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、編入学を許可することがある。 

第第１１４４条条のの２２ 次の各号のいずれかに該当する者で、法学部第３年次に入学を志願するものについて

は、総長は、法学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可することがある。 

（１）大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の

学位を授与された者 

（２）大学又は専門職大学において２年以上在学し、法学部が別に定める所定の単位を修得した者 

（３）外国において学校教育における１４年以上の課程（日本における通常の課程による学校教育

の期間を含む。）を修了した者（外国において最終の学年を含め２年以上継続して学校教育を

受けていた者に限る。） 

（４）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

第第１１４４条条のの３３ 次の各号のいずれかに該当する者で、人間科学部の第３年次に入学を志願するものに

ついては、総長は、人間科学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、入学を許可するこ

とがある。 

（１）大学若しくは専門職大学を卒業した者又は学校教育法第１０４条第７項の規定により学士の

学位を授与された者 

（２）大学又は専門職大学において２年以上在学し、人間科学部が別に定める所定の単位を修得し

た者 

（３）短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

（４）外国において、前３号に相当する学校教育における課程を修了した者 

第第１１４４条条のの４４ 外国語学部又は経済学部の第３年次、医学部の第２年次若しくは第３年次又は歯学部

の第３年次に入学を志願する者については、総長は、当該学部規程の定めるところにより、教授会

の議を経て、入学を許可することがある。 

第第１１５５条条 他の大学又は専門職大学の学部の学生で本学に転学を志願する者については、総長は、学

部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、転学を許可することがある。 

２ 前項の規定により、転学を願い出た者は、その際現に在学する大学又は専門職大学の長の許可書

を願書に添えなければならない。 

第第１１６６条条 第１４条から前条までの規定により、入学を許可された者であって、既に１学年以上本学

の授業科目を学修したものと同等以上の学力があると認定されたものの修業年数の計算について

は、既に１学年以上本学において修業したものとみなすことができる。 

２ 前項の認定に当たり必要があるときは、学部規程の定めるところにより、試験を行う。 

第第１１７７条条 入学を志願する者は、所定の期日までに、入学願書に別に定める書類を添えて、提出しな

ければならない。 

第第１１８８条条 入学の許可は、別に定める書類の提出、入学料の納付等所定の手続を経た者に対して行う。 

第第１１９９条条 前２条に定める手続その他に虚偽又は不正があった場合は、入学の許可を取り消すことが

ある。 

第第１１９９条条のの２２ 次の各号のいずれかに該当する者が、その者に係る納付すべき入学料を所定の期日ま

でに納付しないときは、当該学生はその身分を失う。 

（１）第４５条の２第１項又は第２項の規定により入学料の免除を願い出た者で、免除が不

許可となったもの又は一部の免除が許可となったもの 

（２）第４５条の３第１項又は第２項の規定による入学料の徴収猶予の可否を決定された者 

（（転転部部等等））  

第第１１９９条条のの３３ 転部又は学科の変更を志願する学生については、志願先の学部長が、学部規程の定め

るところにより、転部又は学科の変更を許可することがある。 
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２ 前項の規定により、転部を願い出た者は、その際現に在学する学部の長の許可書を願書に添えな

ければならない。 

３ 第１項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、教授会の議を経て

学部長が行う。 

（（転転学学））  

第第２２００条条 他の大学又は専門職大学に転学を志願する学生は、学部長に願い出て、その許可を受けな

ければならない。 

（（留留学学））  

第第２２００条条のの２２ 第１０条の３第１項の規定に基づき、外国の大学又は短期大学に留学を志願する

学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。 

２ 前項により留学した期間は、第８条に規定する修業年限に算入するものとする。 

（（休休学学））  

第第２２１１条条 学生が、疾病その他やむを得ない事由により３月以上修学できない場合は、学部長の許可

を得て、その学年の終わりまで、休学することができる。 

第第２２２２条条 疾病のため、修学が不適当と認められる学生に対しては、学部長は、休学を命ずることが

できる。 

第第２２３３条条 休学した期間は、在学年数には算入しない。 

第第２２４４条条 休学期間は、４年を超えることができない。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部に

ついては、その休学期間は、６年を超えることができないものとする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、薬学部については、薬学部長が特別の事情があると認めたと

きは、休学期間を延長することができる。 

第第２２５５条条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、学部長の許可を得て、復学することができる。 

（（退退学学））  

第第２２６６条条 学生が退学しようとするときは、事由を詳記した退学願書を、学部長に提出し、その許可

を受けなければならない。 

第第２２７７条条 削除 

（（卒卒業業））  

第第２２８８条条 第８条に規定する期間在学し、所定の授業科目を履修してその単位数を修得し、かつ、

学部規程に定める試験に合格した者に対し、学部長は、教授会の議を経て、卒業を認定する。ただ

し、次項に定める場合を除き、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと学部長が認めたとき

は、第８条に規定する期間在学しない場合でも、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部、歯学部及び薬学部を除き本学に３年以上在学した者で、卒業

の要件として当該学部の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものに対し、学部長は、当該

学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。 

３ 学部長は、前２項により卒業を認定したときは、文書で総長に報告しなければならない。 

４ 第１項の規定による卒業に必要な単位のうち、第１０条の２の２第２項に規定する授業の方法に

より修得する単位数は、６０単位を超えないものとする。 

（（学学士士のの学学位位））  

第第２２９９条条 総長は、前条により卒業の認定を受けた者に対し、卒業を決定し、学士の学位を授与する。 

２ 前項の学位には、学部又は学科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。 

文学部 文学 

人間科学部 人間科学 

外国語学部 言語・文化 

法学部 法学 

経済学部 経済学 

理学部 理学 

医学部 医学科 医学 

保健学科／看護学／保健衛生学 

歯学部 歯学 

薬学部 薬学 

工学部 工学 

基礎工学部 工学 

３ 本学において学士の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記す

るものとする。 

４ 学士の学位記の様式は、別表２のとおりとする。 

（（除除籍籍））  

第第３３００条条 削除 

第第３３１１条条 学生が故なく授業を受けないことが長きにわたるとき、又は成業の見込みがないときは、

教授会の議を経て、総長は、除籍することができる。 

第第３３２２条条 学生が授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないときは、学部長は、除籍するこ

とができる。 

（（復復籍籍））  

第第３３２２条条のの２２ 前条の規定により除籍となった者から復籍の願い出があったときは、学部長は、復籍

を認めることができる。 

（（懲懲戒戒））  

第第３３３３条条 学生に、本学の規則に違反し又はその本分に反する行為があるときは、教授会の議を経て、

総長が懲戒する。 

２ 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。 

３ 停学の期間は、第９条に規定する在学年限に算入し、第８条に規定する修業年限に算入しな

い。ただし、停学の期間が１月未満の場合には、修業年限に算入することができる。 

４ 懲戒に関する手続は、別に定める。 

 

第第３３章章  特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生、、聴聴講講生生及及びび研研究究生生  

 

（（特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生、、聴聴講講生生及及びび研研究究生生））  

第第３３４４条条 他の大学、専門職大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは短期大学

との協議に基づき、学部長（大阪大学全学交換留学プログラムに係る場合にあっては、学部長又は

当該プログラムの受入部局の長。第３７条、第３８条の２及び第４０条において同じ。）は、当該

大学等に在学中の者を特別聴講学生として入学を許可し、授業科目を履修させることができる。 

第第３３４４条条のの２２ 授業科目中１科目又は複数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者があると

きは、学部長は、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 

第第３３５５条条 授業科目中１科目又は複数科目を選んで聴講しようとする者があるときは、学部長は、選

考の上、聴講生として入学を許可することがある。 

第第３３６６条条 学部において特定事項について攻究しようとする者があるときは、学部長は、選考の上、

研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。 

３ 在学期間は原則として１年とする。ただし、研究上必要と認めたときは在学期間を延長すること

ができる。 

第第３３７７条条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者は、願書に別に

定める書類を添えて、学部長に提出しなければならない。 

第第３３８８条条 実習及び攻究に要する特別の費用は、科目等履修生及び研究生の負担とする。 

第第３３８８条条のの２２ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生が次の各号のいずれかに該当すると

きは、学部長は、除籍することができる。 

（１）成業の見込みがないと認められるとき。 

（２）授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないとき。 

第第３３９９条条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、この学則に定めるもののほ

か、学部規程（大阪大学全学交換留学プログラムに係るものにあっては、大阪大学全学交換留学プ

ログラムに関する規程）で定める。 
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２ 前項の規定により、転部を願い出た者は、その際現に在学する学部の長の許可書を願書に添えな

ければならない。 

３ 第１項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、教授会の議を経て

学部長が行う。 

（（転転学学））  

第第２２００条条 他の大学又は専門職大学に転学を志願する学生は、学部長に願い出て、その許可を受けな

ければならない。 

（（留留学学））  

第第２２００条条のの２２ 第１０条の３第１項の規定に基づき、外国の大学又は短期大学に留学を志願する

学生は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。 

２ 前項により留学した期間は、第８条に規定する修業年限に算入するものとする。 

（（休休学学））  

第第２２１１条条 学生が、疾病その他やむを得ない事由により３月以上修学できない場合は、学部長の許可

を得て、その学年の終わりまで、休学することができる。 

第第２２２２条条 疾病のため、修学が不適当と認められる学生に対しては、学部長は、休学を命ずることが

できる。 

第第２２３３条条 休学した期間は、在学年数には算入しない。 

第第２２４４条条 休学期間は、４年を超えることができない。ただし、医学部医学科、歯学部及び薬学部に

ついては、その休学期間は、６年を超えることができないものとする。 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、薬学部については、薬学部長が特別の事情があると認めたと

きは、休学期間を延長することができる。 

第第２２５５条条 休学期間中に、その事由が消滅したときは、学部長の許可を得て、復学することができる。 

（（退退学学））  

第第２２６６条条 学生が退学しようとするときは、事由を詳記した退学願書を、学部長に提出し、その許可

を受けなければならない。 

第第２２７７条条 削除 

（（卒卒業業））  

第第２２８８条条 第８条に規定する期間在学し、所定の授業科目を履修してその単位数を修得し、かつ、

学部規程に定める試験に合格した者に対し、学部長は、教授会の議を経て、卒業を認定する。ただ

し、次項に定める場合を除き、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと学部長が認めたとき

は、第８条に規定する期間在学しない場合でも、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部、歯学部及び薬学部を除き本学に３年以上在学した者で、卒業

の要件として当該学部の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものに対し、学部長は、当該

学部規程の定めるところにより、教授会の議を経て、卒業を認定することができる。 

３ 学部長は、前２項により卒業を認定したときは、文書で総長に報告しなければならない。 

４ 第１項の規定による卒業に必要な単位のうち、第１０条の２の２第２項に規定する授業の方法に

より修得する単位数は、６０単位を超えないものとする。 

（（学学士士のの学学位位））  

第第２２９９条条 総長は、前条により卒業の認定を受けた者に対し、卒業を決定し、学士の学位を授与する。 

２ 前項の学位には、学部又は学科の区分に従い、次のとおり専攻分野の名称を付記するものとする。 

文学部 文学 

人間科学部 人間科学 

外国語学部 言語・文化 

法学部 法学 

経済学部 経済学 

理学部 理学 

医学部 医学科 医学 

保健学科／看護学／保健衛生学 

歯学部 歯学 

薬学部 薬学 

工学部 工学 

基礎工学部 工学 

３ 本学において学士の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、大阪大学と付記す

るものとする。 

４ 学士の学位記の様式は、別表２のとおりとする。 

（（除除籍籍））  

第第３３００条条 削除 

第第３３１１条条 学生が故なく授業を受けないことが長きにわたるとき、又は成業の見込みがないときは、

教授会の議を経て、総長は、除籍することができる。 

第第３３２２条条 学生が授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないときは、学部長は、除籍するこ

とができる。 

（（復復籍籍））  

第第３３２２条条のの２２ 前条の規定により除籍となった者から復籍の願い出があったときは、学部長は、復籍

を認めることができる。 

（（懲懲戒戒））  

第第３３３３条条 学生に、本学の規則に違反し又はその本分に反する行為があるときは、教授会の議を経て、

総長が懲戒する。 

２ 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。 

３ 停学の期間は、第９条に規定する在学年限に算入し、第８条に規定する修業年限に算入しな

い。ただし、停学の期間が１月未満の場合には、修業年限に算入することができる。 

４ 懲戒に関する手続は、別に定める。 

 

第第３３章章  特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生、、聴聴講講生生及及びび研研究究生生  

 

（（特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生、、聴聴講講生生及及びび研研究究生生））  

第第３３４４条条 他の大学、専門職大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学若しくは短期大学

との協議に基づき、学部長（大阪大学全学交換留学プログラムに係る場合にあっては、学部長又は

当該プログラムの受入部局の長。第３７条、第３８条の２及び第４０条において同じ。）は、当該

大学等に在学中の者を特別聴講学生として入学を許可し、授業科目を履修させることができる。 

第第３３４４条条のの２２ 授業科目中１科目又は複数科目を選んで履修し、単位を修得しようとする者があると

きは、学部長は、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。 

第第３３５５条条 授業科目中１科目又は複数科目を選んで聴講しようとする者があるときは、学部長は、選

考の上、聴講生として入学を許可することがある。 

第第３３６６条条 学部において特定事項について攻究しようとする者があるときは、学部長は、選考の上、

研究生として入学を許可することがある。 

２ 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。 

３ 在学期間は原則として１年とする。ただし、研究上必要と認めたときは在学期間を延長すること

ができる。 

第第３３７７条条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生として入学を志願する者は、願書に別に

定める書類を添えて、学部長に提出しなければならない。 

第第３３８８条条 実習及び攻究に要する特別の費用は、科目等履修生及び研究生の負担とする。 

第第３３８８条条のの２２ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生が次の各号のいずれかに該当すると

きは、学部長は、除籍することができる。 

（１）成業の見込みがないと認められるとき。 

（２）授業料の納付を怠り、督促を受けてなお納付しないとき。 

第第３３９９条条 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生については、この学則に定めるもののほ

か、学部規程（大阪大学全学交換留学プログラムに係るものにあっては、大阪大学全学交換留学プ

ログラムに関する規程）で定める。 
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第第４４章章  特特別別のの課課程程  

 

 （（履履修修証証明明ププロロググララムム））  

第第３３９９条条のの２２ 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第１０５条に規定する特別の課程とし

て、履修証明プログラムを編成することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

 

第第５５章章  外外国国人人留留学学生生  

 

（（外外国国人人留留学学生生））  

第第４４００条条 外国人で留学のため、本学に学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生とし

て入学を志願する者があるときは、選考の上、総長又は学部長は、入学を許可することがある。 

２ 前項の許可を受け入学する者を外国人留学生という。 

第第４４１１条条 削除 

第第４４２２条条 削除  

第第４４３３条条 削除  

 

第第６６章章  検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料  

 

（（検検定定料料のの納納付付））  

第第４４４４条条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。 

（（検検定定料料のの免免除除））  

第第４４４４条条のの２２ 総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、検定料を免除することができる。 

（（入入学学料料のの納納付付））  

第第４４５５条条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。 

（（入入学学料料のの免免除除等等））  

第第４４５５条条のの２２ 入学する者（科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を除く。以下この項

及び次項並びに次条第１項及び第２項において同じ。）であって、次の各号のいずれかに該当する

特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められるものには、別に定めるところによ

り、入学料の全部又は一部を免除することができる。 

（１）入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下この号におい

て「学資負担者」という。）が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害

等の災害を受けた場合 

（２）前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合 

２ 前項に定めるもののほか、入学する者であって、大学等における修学の支援に関する法律（令和

元年法律第８号。以下「修学支援法」という。）に基づく入学料免除の支援対象者の要件を満たす

と認めるときは、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。 

３ 第１９条の２の規定により学生の身分を失った場合は、別に定めるところにより、当該学生

に係る入学料を免除することができる。 

４ 本学学部に合格し、一方の学部に対する入学（編入学、転入学及び聴講生、研究生としての入学

を除く。）手続を行った後に、その入学を辞退し、他方の学部に対する入学手続を行う者について

は、入学料を免除することができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、入学料を免除

することができる。 

６ 第１項又は第２項の規定により入学料の免除を受けている者が別に定める事由に該当すると認

められる場合は、その入学料の免除を取り消すものとする。 

第第４４５５条条のの３３ 入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、入

学料の徴収を猶予することができる。 

（１）経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合 

（２）前条第１項第１号に掲げる場合で、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合 

（３）その他やむを得ない事情があると総長が認めた場合 

２ 前項に定めるもののほか、修学支援法に基づく入学料免除の申請を入学する者から受理した場合

は、別に定めるところにより、入学料の徴収を猶予することができる。 

３ 前２項の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えないものとする。 

４ 第１項の規定により入学料の徴収猶予を受けている者が別に定める事由に該当すると認められ

る場合は、その入学料の徴収猶予を取り消すものとする。 

第第４４５５条条のの４４ 第４５条の２第１項若しくは第２項又は前条第１項若しくは第２項の規定に

より、入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに必要書類を添えて、総

長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る入学料の納付については、免除

又は徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。 

（（授授業業料料のの納納付付））  

第第４４６６条条 学生は、授業料を毎年前期（４月から９月まで）及び後期（１０月から翌年３月まで）の

２期に分けて、所定の期日までに、年額の２分の１ずつ納付しなければならない。ただし、特別の

事情がある場合は、月割分納を許可することができる。 

２ 第１項本文の規定にかかわらず、学生は、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期

に係る授業料を併せて納付することができる。 

３ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生は、各期に受講する単位数分又は月数分の授業

料を第１項（ただし書を除く。）に準じて納付しなければならない。 

４ 第１項ただし書の月割分納を許可された者は、授業料年額の１２分の１に相当する額を毎月納付

しなければならない。ただし、夏季及び冬季休業中の授業料については、その開始前に納付させる

ものとする。 

第第４４７７条条 学生が退学し、除籍又は放学された場合の授業料については、別に定める場合を除くほか、

その納期に属する分は徴収する。 

２ 停学中の学生の授業料については、その期間中も徴収する。 

（（授授業業料料のの免免除除等等））  

第第４４８８条条 学生が休学した場合の授業料は、休学月の翌月（休学する日が月の初日からのときは、そ

の月）から復学当月の前月まで月割をもって免除する。ただし、休学する日が前期にあっては５月

以後、後期にあっては１１月以後であって、授業料の徴収猶予又は月額分納を許可されていない者

で、かつ、前期にあっては４月末日までに、後期にあっては１０月末日までに休学を許可されてい

ないものの当該期の授業料については、この限りでない。 

２ 第１９条の２の規定により学生の身分を失った場合、第３２条若しくは第３８条の２の

規定により学生を除籍した場合、又は死亡若しくは行方不明のため、学籍を除いた場合は、当該学

生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。 

３ 第４９条の規定により授業料の徴収猶予を許可されている学生が退学した場合は、月割計算に

より、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。 

第第４４９９条条 本学の学生（科目等履修生、聴講生及び研究生を除く。次項において同じ。）であって、

経済的理由によって授業料の納付が困難であると認めるとき、その他やむを得ない事情があると認

めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予

することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、本学の学生であって、修学支援法に基づく授業料免除の支援対象者の

要件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又

はその徴収を猶予することができる。 

３ 前２項の徴収猶予の期間は、当該年度を超えないものとする。 

第第４４９９条条のの２２ 前２条に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、授

業料を免除することができる。 

第第５５００条条 第４９条の規定により授業料の免除又は徴収猶予（月割分納の場合を含む。以下同じ。）

を受けようとする者は、その事由を具して所定の期日までに総長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により授業料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る授業料の納付については、免除

若しくは徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。 
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第第４４章章  特特別別のの課課程程  

 

 （（履履修修証証明明ププロロググララムム））  

第第３３９９条条のの２２ 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第１０５条に規定する特別の課程とし

て、履修証明プログラムを編成することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、別に定める。 

 

第第５５章章  外外国国人人留留学学生生  

 

（（外外国国人人留留学学生生））  

第第４４００条条 外国人で留学のため、本学に学生、特別聴講学生、科目等履修生、聴講生又は研究生とし

て入学を志願する者があるときは、選考の上、総長又は学部長は、入学を許可することがある。 

２ 前項の許可を受け入学する者を外国人留学生という。 

第第４４１１条条 削除 

第第４４２２条条 削除  

第第４４３３条条 削除  

 

第第６６章章  検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料  

 

（（検検定定料料のの納納付付））  

第第４４４４条条 入学を志願する者は、願書提出と同時に、検定料を納付しなければならない。 

（（検検定定料料のの免免除除））  

第第４４４４条条のの２２ 総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、検定料を免除することができる。 

（（入入学学料料のの納納付付））  

第第４４５５条条 入学に当たっては、所定の期日までに、入学料を納付しなければならない。 

（（入入学学料料のの免免除除等等））  

第第４４５５条条のの２２ 入学する者（科目等履修生、聴講生又は研究生として入学する者を除く。以下この項

及び次項並びに次条第１項及び第２項において同じ。）であって、次の各号のいずれかに該当する

特別な事情により入学料の納付が著しく困難であると認められるものには、別に定めるところによ

り、入学料の全部又は一部を免除することができる。 

（１）入学前１年以内において、入学する者の学資を主として負担している者（以下この号におい

て「学資負担者」という。）が死亡した場合、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害

等の災害を受けた場合 

（２）前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある場合 

２ 前項に定めるもののほか、入学する者であって、大学等における修学の支援に関する法律（令和

元年法律第８号。以下「修学支援法」という。）に基づく入学料免除の支援対象者の要件を満たす

と認めるときは、別に定めるところにより、入学料の全部又は一部を免除することができる。 

３ 第１９条の２の規定により学生の身分を失った場合は、別に定めるところにより、当該学生

に係る入学料を免除することができる。 

４ 本学学部に合格し、一方の学部に対する入学（編入学、転入学及び聴講生、研究生としての入学

を除く。）手続を行った後に、その入学を辞退し、他方の学部に対する入学手続を行う者について

は、入学料を免除することができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、入学料を免除

することができる。 

６ 第１項又は第２項の規定により入学料の免除を受けている者が別に定める事由に該当すると認

められる場合は、その入学料の免除を取り消すものとする。 

第第４４５５条条のの３３ 入学する者が次の各号のいずれかに該当する場合には、別に定めるところにより、入

学料の徴収を猶予することができる。 

（１）経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合 

（２）前条第１項第１号に掲げる場合で、納付期限までに入学料の納付が困難であると認められる場合 

（３）その他やむを得ない事情があると総長が認めた場合 

２ 前項に定めるもののほか、修学支援法に基づく入学料免除の申請を入学する者から受理した場合

は、別に定めるところにより、入学料の徴収を猶予することができる。 

３ 前２項の徴収猶予の期間は、当該入学に係る年度を超えないものとする。 

４ 第１項の規定により入学料の徴収猶予を受けている者が別に定める事由に該当すると認められ

る場合は、その入学料の徴収猶予を取り消すものとする。 

第第４４５５条条のの４４ 第４５条の２第１項若しくは第２項又は前条第１項若しくは第２項の規定に

より、入学料の免除又は徴収猶予を受けようとする者は、所定の期日までに必要書類を添えて、総

長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により入学料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る入学料の納付については、免除

又は徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。 

（（授授業業料料のの納納付付））  

第第４４６６条条 学生は、授業料を毎年前期（４月から９月まで）及び後期（１０月から翌年３月まで）の

２期に分けて、所定の期日までに、年額の２分の１ずつ納付しなければならない。ただし、特別の

事情がある場合は、月割分納を許可することができる。 

２ 第１項本文の規定にかかわらず、学生は、前期に係る授業料を納付するときに、当該年度の後期

に係る授業料を併せて納付することができる。 

３ 特別聴講学生、科目等履修生、聴講生及び研究生は、各期に受講する単位数分又は月数分の授業

料を第１項（ただし書を除く。）に準じて納付しなければならない。 

４ 第１項ただし書の月割分納を許可された者は、授業料年額の１２分の１に相当する額を毎月納付

しなければならない。ただし、夏季及び冬季休業中の授業料については、その開始前に納付させる

ものとする。 

第第４４７７条条 学生が退学し、除籍又は放学された場合の授業料については、別に定める場合を除くほか、

その納期に属する分は徴収する。 

２ 停学中の学生の授業料については、その期間中も徴収する。 

（（授授業業料料のの免免除除等等））  

第第４４８８条条 学生が休学した場合の授業料は、休学月の翌月（休学する日が月の初日からのときは、そ

の月）から復学当月の前月まで月割をもって免除する。ただし、休学する日が前期にあっては５月

以後、後期にあっては１１月以後であって、授業料の徴収猶予又は月額分納を許可されていない者

で、かつ、前期にあっては４月末日までに、後期にあっては１０月末日までに休学を許可されてい

ないものの当該期の授業料については、この限りでない。 

２ 第１９条の２の規定により学生の身分を失った場合、第３２条若しくは第３８条の２の

規定により学生を除籍した場合、又は死亡若しくは行方不明のため、学籍を除いた場合は、当該学

生に係る未納の授業料の全額を免除することができる。 

３ 第４９条の規定により授業料の徴収猶予を許可されている学生が退学した場合は、月割計算に

より、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。 

第第４４９９条条 本学の学生（科目等履修生、聴講生及び研究生を除く。次項において同じ。）であって、

経済的理由によって授業料の納付が困難であると認めるとき、その他やむを得ない事情があると認

めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予

することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、本学の学生であって、修学支援法に基づく授業料免除の支援対象者の

要件を満たすと認めるときは、別に定めるところにより、授業料の全部若しくは一部を免除し、又

はその徴収を猶予することができる。 

３ 前２項の徴収猶予の期間は、当該年度を超えないものとする。 

第第４４９９条条のの２２ 前２条に定めるもののほか、総長が相当の事由があると認めて別に定めた場合は、授

業料を免除することができる。 

第第５５００条条 第４９条の規定により授業料の免除又は徴収猶予（月割分納の場合を含む。以下同じ。）

を受けようとする者は、その事由を具して所定の期日までに総長に願い出るものとする。 

２ 前項の規定により授業料の免除又は徴収猶予を願い出た者に係る授業料の納付については、免除

若しくは徴収猶予の可否が決定するまでの間、猶予することができる。 
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第第５５１１条条 授業料の免除又は徴収猶予を受ける学生は、納期ごとに総長が定める。 

第第５５２２条条 第４９条第１項の規定により授業料の免除を受けている者がその事由を失ったときは、そ

の当月から当該期末までの授業料を月割をもって納付しなければならない。 

２ 第４９条第１項又は第２項の規定により授業料の免除を受けている者が別に定める事由に該当

すると認められる場合は、その授業料の免除を取り消すものとする。 

３ 前項の規定により授業料の免除を取り消されたときは、当該免除に係る授業料を所定の期日まで

に納付しなければならない。 

４ 第４９条第１項又は第２項の規定により授業料の徴収猶予を受けている者が別に定める事由に

該当すると認められる場合は、その授業料の徴収猶予を取り消すものとする。 

５ 第４９条第１項若しくは第２項の規定により授業料の徴収猶予を受けている者がその事由を失

ったとき又は前項の規定により授業料の徴収猶予が取り消されたときは、直ちに授業料を納付しな

ければならない。 

（（授授業業料料等等のの不不徴徴収収等等））  

第第５５２２条条のの２２ 第４４条及び第４５条の規定にかかわらず、特別聴講学生に係る検定料及び入学

料は徴収しない。 

２ 第４６条第３項の規定にかかわらず、 特別聴講学生が次のいずれかに該当する場合は、授業料

を徴収しない。 

  （１）国立の大学又は専門職大学の学生 

  （２）本学と相互に授業料の不徴収を定めた相互単位互換協定（部局間協定を含む。）に基づき

授業科目を履修する公立若しくは私立の大学、専門職大学若しくは短期大学又は国立、公

立若しくは私立の高等専門学校の学生 

３ 第４４条、第４５条及び第４６条の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項（昭

和２９年３月３１日文部大臣裁定）に基づき入学する者及び本学と外国の大学等との間において相

互に検定料、入学料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定（部局間交流協定を含む。）に基

づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。 

（（検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料のの額額））  

第第５５３３条条 第４４条の検定料、第４５条の入学料及び第４６条の授業料の額は、大阪大学学

生納付金規程（以下「納付金規程」という。）の定めるところによる。 

（（納納付付済済のの検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料））  

第第５５４４条条 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。 

２ 第１３条に規定する選抜試験における次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の規

定にかかわらず、その者の申出により、前項の検定料のうち当該各号に掲げる額を返付する。 

（１）出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り学

力検査その他による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合において、第１段

階目の選抜に合格しなかった者 納付金規程第２条第４項に定める第２段階目の選抜に

係る検定料相当額（以下「第２段階目選抜検定料相当額」という。） 

（２）出願を受け付けた後において、大学入学共通テストの受験科目の不足により出願資格のない

ことが判明した者 第２段階目選抜検定料相当額 

３ 第４６条第２項の規定により前期分の授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、

前期末までに休学又は退学した場合は、納付した者の申出により後期分授業料相当額を返付する。 

４ 第４５条の２第２項又は第４９条第２項の規定により入学料又は授業料の免除が認定された場

合で、免除対象の入学料又は授業料を納付済のときは、それぞれ免除された額の相当額を返付する。 

 

第第７７章章  学学寮寮等等  

 

（（学学寮寮等等））  

第第５５５５条条 本学に、学寮及び外国人留学生を寄宿させる施設（以下「学寮等」という。）を設ける。 

２ 学寮等は、総長の監督に属する。 

第第５５６６条条 学寮等について必要な事項は、別に定める。 

 

附附  則則  

（略） 

附附  則則  

１ この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び平成３１

年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正

後の第１０条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、改正前の第１０条の適用については、同条第２項中「グローバルコラボレ

ーション科目」の次に 

 「国際性涵養教育系科目 

    グローバルイニシアティブ科目」 

 を加え、同条第５項中「及びグローバルコラボレーション科目」とあるのは、「、グローバルコラボレ

ーション科目及び国際性涵養教育系科目のグローバルイニシアティブ科目」と読み替えるものとする。 

（略） 

附附  則則  

１ この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び令和４年４

月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の

第１０条第２項及び第４項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附附  則則  

１ この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

（略） 

 

別別表表１１  

収容定員表 

学部名 学科名 入学定員及び編入学定員 収容定員 

文学部 人文学科 165 660 

 

別別表表２２  

（略） 
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第第５５１１条条 授業料の免除又は徴収猶予を受ける学生は、納期ごとに総長が定める。 

第第５５２２条条 第４９条第１項の規定により授業料の免除を受けている者がその事由を失ったときは、そ

の当月から当該期末までの授業料を月割をもって納付しなければならない。 

２ 第４９条第１項又は第２項の規定により授業料の免除を受けている者が別に定める事由に該当

すると認められる場合は、その授業料の免除を取り消すものとする。 

３ 前項の規定により授業料の免除を取り消されたときは、当該免除に係る授業料を所定の期日まで

に納付しなければならない。 

４ 第４９条第１項又は第２項の規定により授業料の徴収猶予を受けている者が別に定める事由に

該当すると認められる場合は、その授業料の徴収猶予を取り消すものとする。 

５ 第４９条第１項若しくは第２項の規定により授業料の徴収猶予を受けている者がその事由を失

ったとき又は前項の規定により授業料の徴収猶予が取り消されたときは、直ちに授業料を納付しな

ければならない。 

（（授授業業料料等等のの不不徴徴収収等等））  

第第５５２２条条のの２２ 第４４条及び第４５条の規定にかかわらず、特別聴講学生に係る検定料及び入学

料は徴収しない。 

２ 第４６条第３項の規定にかかわらず、 特別聴講学生が次のいずれかに該当する場合は、授業料

を徴収しない。 

  （１）国立の大学又は専門職大学の学生 

  （２）本学と相互に授業料の不徴収を定めた相互単位互換協定（部局間協定を含む。）に基づき

授業科目を履修する公立若しくは私立の大学、専門職大学若しくは短期大学又は国立、公

立若しくは私立の高等専門学校の学生 

３ 第４４条、第４５条及び第４６条の規定にかかわらず、国費外国人留学生制度実施要項（昭

和２９年３月３１日文部大臣裁定）に基づき入学する者及び本学と外国の大学等との間において相

互に検定料、入学料及び授業料の不徴収を定めた大学間交流協定（部局間交流協定を含む。）に基

づき入学する者については、検定料、入学料及び授業料を徴収しない。 

（（検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料のの額額））  

第第５５３３条条 第４４条の検定料、第４５条の入学料及び第４６条の授業料の額は、大阪大学学

生納付金規程（以下「納付金規程」という。）の定めるところによる。 

（（納納付付済済のの検検定定料料、、入入学学料料及及びび授授業業料料））  

第第５５４４条条 納付済の検定料、入学料及び授業料は返付しない。 

２ 第１３条に規定する選抜試験における次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の規

定にかかわらず、その者の申出により、前項の検定料のうち当該各号に掲げる額を返付する。 

（１）出願書類等による選抜（以下「第１段階目の選抜」という。）を行い、その合格者に限り学

力検査その他による選抜（以下「第２段階目の選抜」という。）を行う場合において、第１段

階目の選抜に合格しなかった者 納付金規程第２条第４項に定める第２段階目の選抜に

係る検定料相当額（以下「第２段階目選抜検定料相当額」という。） 

（２）出願を受け付けた後において、大学入学共通テストの受験科目の不足により出願資格のない

ことが判明した者 第２段階目選抜検定料相当額 

３ 第４６条第２項の規定により前期分の授業料納付の際、後期分授業料を併せて納付した者が、

前期末までに休学又は退学した場合は、納付した者の申出により後期分授業料相当額を返付する。 

４ 第４５条の２第２項又は第４９条第２項の規定により入学料又は授業料の免除が認定された場

合で、免除対象の入学料又は授業料を納付済のときは、それぞれ免除された額の相当額を返付する。 

 

第第７７章章  学学寮寮等等  

 

（（学学寮寮等等））  

第第５５５５条条 本学に、学寮及び外国人留学生を寄宿させる施設（以下「学寮等」という。）を設ける。 

２ 学寮等は、総長の監督に属する。 

第第５５６６条条 学寮等について必要な事項は、別に定める。 

 

附附  則則  

（略） 

附附  則則  

１ この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び平成３１

年４月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正

後の第１０条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、改正前の第１０条の適用については、同条第２項中「グローバルコラボレ

ーション科目」の次に 

 「国際性涵養教育系科目 

    グローバルイニシアティブ科目」 

 を加え、同条第５項中「及びグローバルコラボレーション科目」とあるのは、「、グローバルコラボレ

ーション科目及び国際性涵養教育系科目のグローバルイニシアティブ科目」と読み替えるものとする。 

（略） 

附附  則則  

１ この改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和４年３月３１日現在在学中の者（以下この項において「在学者」という。）及び令和４年４

月１日以後において在学者の属する年次に編入学、再入学又は転入学する者については、改正後の

第１０条第２項及び第４項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

附附  則則  

１ この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

（略） 

 

別別表表１１  

収容定員表 

学部名 学科名 入学定員及び編入学定員 収容定員 

文学部 人文学科 165 660 

 

別別表表２２  

（略） 
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大大阪阪大大学学文文学学部部規規程程  
  
((趣趣旨旨))  

第第１１条条 この規程は、大阪大学学部学則(以下「学部学則」という。)に基づき、大阪大学文学部(以下「本

学部」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。 
２ この規程に定めるもののほか、本学部に関し必要な事項は、本学部教授会(以下「学部教授会」とい

う。)が、別に定める。 
((目目的的)) 

第第１１条条のの２２ 本学部は、人文学の教育研究を通じて、人間存在の在り方及び人間の社会的・文化的営為を

深く理解し、高度の論理的思考力と豊かな感性によって人間社会の未来を切り拓く能力をもった人材を

養成することを目的とする。 
((学学科科目目及及びび専専修修))  

第第２２条条 本学部人文学科に履修上の区分として、次の学科目及び専修を置く。 
   学科目     専修 
  人文基礎学   哲学・思想文化学、倫理学、中国哲学、インド哲学 
  歴史文化学   日本史学、東洋史学、西洋史学、考古学 
  地域文化学   日本学、人文地理学 
  言語基礎学   日本語学、日本文学・国語学、英米文学・英語学 
  文学表現学   日本文学・国語学、比較文学、中国文学、英米文学・英語学、ドイツ文学、フラン

ス文学、 
  芸術文化学   美学・文芸学、音楽学・演劇学、美術史学 
２ 学生は、指定する期日までに、前項に規定する専修のうちいずれか１つを選択し、学部長に届け出な

ければならない。 
((教教育育課課程程、、授授業業科科目目、、履履修修方方法法等等))  

第第３３条条 本学部の教育課程は、教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目をもって編成

する。 
２ 本学部における教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目の授業科目の履修方法に

ついては、大阪大学文学部履修規程（以下「履修規程」という。）で別に定める。 
３ 教養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、別表、大阪大学全学共通教育規程等の定めると

ころによるものとする。 
４ 専門教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。 
５ 国際性涵養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、別表、大阪大学全学共通教育規程等の定

めるところによるものとする。 
６ 学生は、履修規程の定めるところにより、合計１３０単位以上を修得しなければならない。 

((単単位位のの計計算算方方法法))  
第第４４条条 教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目のうち本学部で開設する授業科目

（以下「専門教育系科目等の授業科目」という。）の授業科目の単位の計算方法は、１５時間をもって

１単位とする。ただし、外国語科目及び実習は、３０時間をもって１単位とする。 
((授授業業科科目目のの履履修修))  

第第５５条条 学生は、指定の期日までに、所定の様式により、履修しようとする専門教育系科目等の授業科目

を届け出なければならない。 
２ 他学部の授業科目を履修するときは、学部長を経て、当該学部長の許可を受けなければならない。 

((他他のの大大学学等等ににおおけけるる授授業業科科目目のの履履修修))  
第第６６条条 学部学則第１０条の３の規定に基づき、他の大学、専門職大学若しくは短期大学（専門職短期大

学を含む。以下同じ。）又は外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）若しく

は短期大学の授業科目を履修しようとする者は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。 
２ 前項の規定により修得した授業科目の単位は、履修規程に定めるところにより、卒業に要する単位に

算入することができる。 
((入入学学前前のの既既修修得得単単位位のの認認定定))  

第第７７条条 学部学則第１０条の４に規定する入学前の既修得単位の認定を受けようとする者は、入学した年

度の指定の期日までに学部長に願い出、承認を受けるものとする。 
２ 前項の規定により承認された単位は、３０単位を限度として卒業に要する単位に算入することができ

る。 
((科科目目修修了了試試験験))  

第第８８条条 専門教育系科目等の各授業科目の履修の認定は、科目修了試験（以下「試験」という。）により

行う。 
２ 試験は、学期末、学年末その他授業科目担当教員の都合等により適当な時期に行う。 
３ 試験の方法及び日時については、あらかじめ発表する。 
４ 試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、その判定は、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格、

Ｆを不合格とする。 
  Ｓ  （９０点以上） 
  Ａ  （８０点以上） 
  Ｂ  （７０点以上８０点未満） 
  Ｃ  （６０点以上７０点未満） 
  Ｆ  （６０点未満） 
５ 試験に合格した者には、当該授業科目所定の単位を与える。 

((卒卒業業試試験験))  
第第９９条条 卒業試験は、論文試験及び口頭試験とする。 
２ 論文試験は、前条に規定する所定の試験に合格した者に対して行う。 
３ 論文の提出については、別に定める。 

((卒卒業業))  
第第１１００条条 卒業の認定を受けるためには、本学部に所定の期間在学し、履修規程に定める所定の授業科目

を履修して単位を修得し、卒業試験(論文を１０単位に計算する。)に合格しなければならない。ただし、

学部長は特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めたときは、所定の期間在学しない場合でも、教

授会の議を経て、卒業を認定することができる。 
((学学士士入入学学、、再再入入学学及及びび転転入入学学))  

第第１１１１条条 学部学則第１４条及び第１５条の規定により本学部へ入学を志願する者については、選考の上、

学部教授会の議を経て、入学を許可することがある。 
２ 前項の規定により入学を許可された者の在学年限については、別に定める。 

((特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生及及びび研研究究生生))  
第第１１２２条条 他の大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学に在学中の者で、特

別聴講学生として本学部の授業科目を履修しようとするものは、学部長に願い出、その許可を受けなけ

ればならない。 
第第１１３３条条 科目等履修生の入学は、当該授業科目を履修するのに必要な学力を有する者のうちから、学部

教授会の議を経て、学部長がこれを許可する。 
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((趣趣旨旨))  

第第１１条条 この規程は、大阪大学学部学則(以下「学部学則」という。)に基づき、大阪大学文学部(以下「本

学部」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。 
２ この規程に定めるもののほか、本学部に関し必要な事項は、本学部教授会(以下「学部教授会」とい

う。)が、別に定める。 
((目目的的)) 

第第１１条条のの２２ 本学部は、人文学の教育研究を通じて、人間存在の在り方及び人間の社会的・文化的営為を

深く理解し、高度の論理的思考力と豊かな感性によって人間社会の未来を切り拓く能力をもった人材を

養成することを目的とする。 
((学学科科目目及及びび専専修修))  

第第２２条条 本学部人文学科に履修上の区分として、次の学科目及び専修を置く。 
   学科目     専修 
  人文基礎学   哲学・思想文化学、倫理学、中国哲学、インド哲学 
  歴史文化学   日本史学、東洋史学、西洋史学、考古学 
  地域文化学   日本学、人文地理学 
  言語基礎学   日本語学、日本文学・国語学、英米文学・英語学 
  文学表現学   日本文学・国語学、比較文学、中国文学、英米文学・英語学、ドイツ文学、フラン

ス文学、 
  芸術文化学   美学・文芸学、音楽学・演劇学、美術史学 
２ 学生は、指定する期日までに、前項に規定する専修のうちいずれか１つを選択し、学部長に届け出な

ければならない。 
((教教育育課課程程、、授授業業科科目目、、履履修修方方法法等等))  

第第３３条条 本学部の教育課程は、教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目をもって編成

する。 
２ 本学部における教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目の授業科目の履修方法に

ついては、大阪大学文学部履修規程（以下「履修規程」という。）で別に定める。 
３ 教養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、別表、大阪大学全学共通教育規程等の定めると

ころによるものとする。 
４ 専門教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。 
５ 国際性涵養教育系科目の科目区分、授業科目及び単位数は、別表、大阪大学全学共通教育規程等の定

めるところによるものとする。 
６ 学生は、履修規程の定めるところにより、合計１３０単位以上を修得しなければならない。 

((単単位位のの計計算算方方法法))  
第第４４条条 教養教育系科目、専門教育系科目及び国際性涵養教育系科目のうち本学部で開設する授業科目

（以下「専門教育系科目等の授業科目」という。）の授業科目の単位の計算方法は、１５時間をもって

１単位とする。ただし、外国語科目及び実習は、３０時間をもって１単位とする。 
((授授業業科科目目のの履履修修))  

第第５５条条 学生は、指定の期日までに、所定の様式により、履修しようとする専門教育系科目等の授業科目

を届け出なければならない。 
２ 他学部の授業科目を履修するときは、学部長を経て、当該学部長の許可を受けなければならない。 

((他他のの大大学学等等ににおおけけるる授授業業科科目目のの履履修修))  
第第６６条条 学部学則第１０条の３の規定に基づき、他の大学、専門職大学若しくは短期大学（専門職短期大

学を含む。以下同じ。）又は外国の大学（専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。）若しく

は短期大学の授業科目を履修しようとする者は、学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。 
２ 前項の規定により修得した授業科目の単位は、履修規程に定めるところにより、卒業に要する単位に

算入することができる。 
((入入学学前前のの既既修修得得単単位位のの認認定定))  

第第７７条条 学部学則第１０条の４に規定する入学前の既修得単位の認定を受けようとする者は、入学した年

度の指定の期日までに学部長に願い出、承認を受けるものとする。 
２ 前項の規定により承認された単位は、３０単位を限度として卒業に要する単位に算入することができ

る。 
((科科目目修修了了試試験験))  

第第８８条条 専門教育系科目等の各授業科目の履修の認定は、科目修了試験（以下「試験」という。）により

行う。 
２ 試験は、学期末、学年末その他授業科目担当教員の都合等により適当な時期に行う。 
３ 試験の方法及び日時については、あらかじめ発表する。 
４ 試験の成績は、１００点を満点として次の評価をもって表し、その判定は、Ｓ、Ａ、Ｂ及びＣを合格、

Ｆを不合格とする。 
  Ｓ  （９０点以上） 
  Ａ  （８０点以上） 
  Ｂ  （７０点以上８０点未満） 
  Ｃ  （６０点以上７０点未満） 
  Ｆ  （６０点未満） 
５ 試験に合格した者には、当該授業科目所定の単位を与える。 

((卒卒業業試試験験))  
第第９９条条 卒業試験は、論文試験及び口頭試験とする。 
２ 論文試験は、前条に規定する所定の試験に合格した者に対して行う。 
３ 論文の提出については、別に定める。 

((卒卒業業))  
第第１１００条条 卒業の認定を受けるためには、本学部に所定の期間在学し、履修規程に定める所定の授業科目

を履修して単位を修得し、卒業試験(論文を１０単位に計算する。)に合格しなければならない。ただし、

学部長は特別の必要があり、かつ、教育上支障がないと認めたときは、所定の期間在学しない場合でも、教

授会の議を経て、卒業を認定することができる。 
((学学士士入入学学、、再再入入学学及及びび転転入入学学))  

第第１１１１条条 学部学則第１４条及び第１５条の規定により本学部へ入学を志願する者については、選考の上、

学部教授会の議を経て、入学を許可することがある。 
２ 前項の規定により入学を許可された者の在学年限については、別に定める。 

((特特別別聴聴講講学学生生、、科科目目等等履履修修生生及及びび研研究究生生))  
第第１１２２条条 他の大学、専門職大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学に在学中の者で、特

別聴講学生として本学部の授業科目を履修しようとするものは、学部長に願い出、その許可を受けなけ

ればならない。 
第第１１３３条条 科目等履修生の入学は、当該授業科目を履修するのに必要な学力を有する者のうちから、学部

教授会の議を経て、学部長がこれを許可する。 
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２ 科目等履修生の入学の時期は、春学期又は秋学期の始めとする。 
３ 科目等履修生の在学期間は、履修を許可された授業科目が開講される期間とする。ただし、引き続き

在学を希望する者は、学部長に期間の延長を願い出、その許可を受けなければならない。 
４ 科目等履修生は、履修した授業科目について試験を受けることができる。 
５ 前項の試験に合格した者には、当該授業科目所定の単位を与え、願いによって証明書を交付する。 
第第１１４４条条 研究生の入学は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、学部教授会の議を経て、学部

長がこれを許可する。 
 (1) 大学又は専門職大学を卒業した者 
 (2) 学部教授会において前号と同等以上の学力があると認めた者 
２ 研究生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。 
３ 研究生の指導教員は、学部教授会の議を経て、学部長がこれを定める。 
４ 研究生は、指導教員及び授業科目担当教員の承認を得て、研究に関連のある本学部の授業を聴講する

ことができる。 
５ 研究生の在学期間は、１年以内とする。ただし、研究の必要により引き続き在学を希望する者は、学

部長に期間の延長を願い出て、許可を得なければならない。 
６ 研究生は、在学期間の終わりに、その攻究成績を、指導教員を経て、学部長に提出しなければならな

い。 
７ 前項に規定する攻究成績の優秀な者については、学部教授会の議を経て、証明書を交付することがあ

る。 
第第１１５５条条 特別聴講学生、科目等履修生及び研究生に対しては、前３条の規定のほか、学生に関する規定

を準用する。 
    

附附  則則  
   （略） 
     附附  則則  
１ この改正は、平成３１年４月１日から施行する。 
２ 平成３１年３月３１日現在在学中の者（以下この項においては「在学者」という。）及び平成３１年

４月１日以後において在学者の属する年次に学士入学、再入学又は転入学する者については、改正後の

第３条から第５条まで及び第８条第１項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
   （略） 
     附附  則則  
 この改正は、令和５年４月１日から施行する。 
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